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７
月
中
旬
に
世
帯
主
あ
て
に
納

税
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
世
帯

主
が
国
保
の
加
入
者
で
な
い
場
合

で
も
、
そ
の
世
帯
で
国
保
に
加
入

し
て
い
る
人
が
い
れ
ば
、
国
保
税

の
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
と
な
り

ま
す
。
納
期
は
次
の
と
お
り
で
す
。

必
ず
納
期
限
内
に
納
め
て
く
だ
さ

い
。

　
個
別
に
金
融
機
関
な
ど
の
窓
口

で
納
付
す
る
手
間
を
省
く
た
め
に
、

一
部
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、
10
月

15
日
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
国

保
税
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。
　
　

対
象
と
な
る
世
帯
　
国
保
加
入
者

　
全
員
が
65
歳
〜
74
歳
の
世
帯

○
天
引
き
さ
れ
る
人
に
は
、
８
月

　
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
年
金
か
ら
、
10
月
、
12
月
、
翌

年
２
月
に
天
引
き
さ
れ
る
国
保
税

は
、
原
則
と
し
て
今
年
度
の
国
保

税
額
か
ら
、
９
月
ま
で
の
納
付
額

を
差
し
引
い
た
額
を
３
等
分
し
た

金
額
と
な
り
ま
す
。
年
金
か
ら
天

引
き
さ
れ
る
国
保
税
額
は
、
８
月

に
特
別
徴
収
通
知
書
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

○
た
だ
し
次
の
場
合
は
天
引
き
さ

　
れ
ま
せ
ん
。
納
付
書
ま
た
は
口

　
座
振
替
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

１
　
世
帯
主
が
国
保
の
加
入
者
で

　
は
な
い
場
合

２
　
世
帯
の
国
保
加
入
者
の
中
に
、

　
今
年
度
中
に
75
歳
に
な
る
人
が

　
い
る
場
合

３
　
世
帯
主
の
天
引
き
対
象
の
年

　
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の
場
合

４
　
介
護
保
険
料
と
国
保
税
の
合

　
計
が
、
天
引
き
対
象
の
年
金
額

　
の
２
分
の
１
を
超
え
る
場
合

国保だより国保だより

国
民
健
康
保
険
は
(

　
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
助
け
合
う
制
度
で
す

国
民
健
康
保
険
は
(

　
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
助
け
合
う
制
度
で
す　医療分・後期高齢者支援分・介護分のそれぞれの合計額(所得割額＋資産割額

＋均等割額＋平等割額)を合わせた総合計が年間の国保税額となります。

国保税の税率など

所得割

（前年中の所得に応じて計算）

医療分

5.6％

（7.9％）

10.0％

（10.0％）

20,000円

（27,000円）

19,400円

（27,000円）

470,000円

（560,000円）

2.1％

1.0％

7,000円

7,000円

120,000円

1.9％

（1.45％）

1.0％

（1.0％）

8,200円

（7,600円）

6,400円

（6,400円）

90,000円

（90,000円）

後期高齢者

支援分

介護分

40歳〜64歳の人

資産割

（今年度の固定資産税額に応じて計算）

均等割額（加入者一人あたり)

平等割額（一世帯あたり）

課税限度額

※（　　）内は平成19年度。

納
税
通
知
書
は

世
帯
主
に
届
き
ま
す

納
税
通
知
書
は

世
帯
主
に
届
き
ま
す

　
国
保
税
は
、こ
れ
ま
で﹁
医
療
分
﹂

と
﹁
介
護
分
︵
40
歳
〜
64
歳
の
人
︶
﹂

を
合
わ
せ
た
額
を
賦
課
し
て
い
ま

し
た
が
、
今
年
４
月
か
ら
長
寿

医
療
制
度(

後
期
高
齢
者
医
療
制

度)

が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い﹁
後

期
高
齢
者
支
援
分
﹂
が
新
た
に
加

わ
り
ま
し
た
。
老
人
医
療
費
へ
の

負
担
は
、
こ
れ
ま
で
医
療
分
の
税

額
に
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
医

療
分
と
分
け
る
こ
と
で
老
人
医
療

費
に
対
す
る
世
代
間
の
負
担
が
よ

り
明
確
化
さ
れ
ま
し
た
。

国
保
税
の
算
定
方
法
と

税
率
が
変
わ
り
ま
し
た

国
保
税
の
算
定
方
法
と

税
率
が
変
わ
り
ま
し
た

　
国
民
健
康
保
険(

国
保)

は
、
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し

て
い
な
い
74
歳
ま
で
の
す
べ
て
の
人
が
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と

き
、
安
心
し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
保
税
を
出
し
合

い
、お
互
い
に
助
け
合
う
制
度
で
す
。

　
皆
さ
ん
が
納
め
る
国
保
税
は
、
医
療
費
や
出
産
・
死
亡
な
ど
保

険
給
付
の
大
切
な
財
源
と
な
り
ま
す
。

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

平成20年７月31日

平成20年９月１日

平成20年９月30日

平成20年10月31日

平成20年12月１日

平成20年12月25日

平成21年２月２日

平成21年３月２日

6

一
部
の
世
帯
は
、10
月
か
ら

年
金
天
引
き
︵
特
別
徴
収)

さ
れ
ま
す



　
４
月
以
降
、75
歳
以
上
の
人
は

長
寿
医
療
制
度
に
移
行
し
、
新
制

度
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
国
保
に
引

き
続
き
加
入
す
る
人
の
保
険
税
負

担
が
急
に
増
え
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
国
保
被
保
険
者
の
保
険
税
に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
激
変
緩
和
措

置
が
と
ら
れ
ま
す
。

○
所
得
の
低
い
人
は
国
保
税
の
軽

　
減
が
引
き
続
き
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
保
険
税
の
軽
減
を
受
け
て
い
る

世
帯
は
、
世
帯
構
成
や
収
入
が
変

わ
ら
な
け
れ
ば
、
今
ま
で
と
同
じ

軽
減
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
５
年
間

は
、
長
寿
医
療
制
度
へ
移
行
し
た

人
を
含
め
て
軽
減
判
定
を
行
い
ま

す
。

○
世
帯
ご
と
に
負
担
す
る
国
保
税

　
が
半
額
に
な
り
ま
す
。

　
国
保
の
被
保
険
者
が
一
人
に
な

る
場
合
は
、
世
帯
構
成
や
被
保
険

者
数
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
５
年

間
、
世
帯
割
で
賦
課
さ
れ
る
保
険

税
が
半
額
に
な
り
ま
す
。

○
申
請
に
よ
り
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
75
歳
以
上
の
人
が
会
社
の
健
康

保
険
な
ど
の
被
用
者
保
険
か
ら
長

寿
医
療
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
扶
養
家
族
で
あ
る
被

扶
養
者
の
人
︵
65
歳
〜
74
歳
︶
が
新

た
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る

場
合
、
申
請
に
よ
り
国
保
税
の
減

免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
国
保
加
入
時
に
申
請
す
れ
ば
、

２
年
間
、
国
保
税
の
所
得
割
、
資
産

割
が
免
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
被

保
険
者
一
人
当
た
り
の
均
等
割
額

が
半
額
と
な
り
、
さ
ら
に
、
被
保
険

者
が
一
人
の
場
合
な
ど
に
は
、
世

帯
ご
と
の
平
等
割
額
も
半
額
に
な

り
ま
す
。

　
口
座
振
替
に
す
る
と
、
指
定
す

る
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的
に
納

付
で
き
ま
す
。
納
め
に
行
く
手
間

が
か
か
ら
ず
納
付
を
忘
れ
る
こ
と

も
な
く
便
利
で
す
。

　
口
座
振
替
の
手
続
き
は
、
取
り

引
き
し
て
い
る
金
融
機
関
へ
、
預

貯
金
通
帳
・
通
帳
印
・
納
税
通
知
書

を
持
参
し
、
口
座
振
替
依
頼
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
し
た

翌
月
か
ら
口
座
振
替
で
き
ま
す
。

１
　
納
期
限
を
過
ぎ
る
と
、
20
日

　
以
内
に
督
促
を
行
い
ま
す
。

２
　
そ
れ
で
も
納
め
な
い
と
、
通

　
常
の
保
険
証
の
代
わ
り
に
有
効

　
期
限
の
短
い
﹁
短
期
被
保
険
者

　
証
﹂
を
交
付
し
ま
す
。﹁
短
期
被

　
保
険
者
証
﹂
で
は
、
頻
繁
に
更
新

　
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

３
　
納
期
限
か
ら
１
年
過
ぎ
る
と

　
保
険
証
を
返
還
し
て
も
ら
い
、

　
代
わ
り
に
﹁
被
保
険
者
資
格
証

　
明
書
﹂
を
交
付
し
ま
す
。
こ
の
場

　
合
、
病
院
で
診
察
す
る
と
き
は
、

　
医
療
費
を
い
っ
た
ん
全
額
自
己

　
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

４
　
納
期
限
か
ら
１
年
半
を
過
ぎ

　
る
と
、
国
保
の
給
付
を
全
部
ま

　
た
は
一
部
差
し
止
め
す
る
こ
と

　
に
な
り
ま
す
。

５
　
そ
の
ほ
か
財
産
な
ど
の
差
し

　
押
さ
え
の
措
置
を
と
る
場
合
が

　
あ
り
ま
す
。

　
誰
で
も
や
む
を
得
な
い
事
情
は

生
じ
ま
す
。
分
割
納
付
な
ど
も
で

き
ま
す
の
で
、
滞
納
の
ま
ま
に
せ

ず
、
納
付
方
法
に
つ
い
て
早
め
に

収
納
課
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
災
害
そ
の
ほ
か
特
別
な
事
情

で
国
保
税
を
納
め
ら
れ
な
く
な
っ

た
と
き
は
、
申
請
に
よ
り
国
保
税

の
減
免
・
免
除
や
被
保
険
者
証
の

返
還
猶
予
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

　
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は

今
月
末
で
す
。
今
年
度
市
・
県
民
税

の
課
税
所
得
に
よ
り
負
担
割
合
を

判
定
し
、
該
当
者
に
は
今
月
下
旬

に
新
し
い
証
を
送
付
し
ま
す
。
手

続
き
は
不
要
で
す
。

対
象
　
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国

　
保
加
入
者

有
効
期
間
　
８
月
１
日
〜
来
年
７

　
月
31
日
︵
た
だ
し
、
74
歳
の
人
は

　
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で
︶

　
限
度
額
適
用
認
定
証
や
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

有
効
期
限
は
今
月
末
で
、
更
新
す

る
に
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

対
象
　
国
保
の
加
入
者
で
、
入
院

　
中
ま
た
は
入
院
す
る
予
定
の
あ

　
る
人

有
効
期
限
　
８
月
１
日
〜
来
年
７

　
月
31
日

手
続
き
　
８
月
１
日(

金)

か
ら
、

　
保
険
医
療
課
ま
た
は
各
支
所
の

　
地
域
振
興
課
で
交
付
申
請
手
続

　
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
入
院
日
数
が
過
去
１
年
間
に
90

日
を
超
え
る
人
は
、
交
付
申
請
の

際
に
、
医
療
機
関
の
領
収
書
ま
た

は
入
院
期
間
証
明
書
な
ど
の
確
認

書
類
が
必
要
で
す
。
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長
寿
医
療
制
度︵
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
︶創
設
に
伴
う

国
保
税
の
軽
減

長
寿
医
療
制
度︵
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
︶創
設
に
伴
う

国
保
税
の
軽
減

納
付
は
便
利
で
安
心
、

確
実
な
口
座
振
替
を

納
付
は
便
利
で
安
心
、

確
実
な
口
座
振
替
を

高
齢
受
給
者
証
を

更
新
し
ま
す

高
齢
受
給
者
証
を

更
新
し
ま
す

更
新
は
忘
れ
ず
に

更
新
は
忘
れ
ず
に

問い合わせ先

　保険給付について　

　　保険医療課（H0848I6050J0848K2130）　

　納税通知書・税額について　

　　市民税課（H0848I6031J0848I6132）

　納税について　

　　収納課H（0848I6034J0848I6132)

国
保
税
を
滞
納
す
る
と

ま
ず
は
納
付
相
談
を
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